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[代表] 谷 靖介（東京弁護士会登録）
[事務所所在地]
東京都（日本橋）
千葉県（市川・船橋・津田沼・柏・千葉・成田）
茨城県（鹿島）

〔東京弁護士会所属〕

リーガルケアニュース

利用料などの滞納や未払い問題への対処２
「督促のポイントと法的措置」

前回に引き続き、介護事業所における利用料などの滞納や未払い問題への対処に
ついて解説をします。

裏面へ

１ 督促ルールの構築
滞納や未払いがあった場合、何よりも、早い段

階で督促を行うことがポイントです。
督促の体制を構築することが重要です。
例として、下記のような督促ルール・マニュア

ルの整備が考えられます。
⑴ 督促（電話、面談、訪問での話し合い）の実
施基準と担当者の選定
⑵ 督促の実施回数と未収金を放棄する基準作り
⑶ 未収一覧表の作成と定期チェック
⑷ 督促状のテンプレートの用意

２ 督促時の注意
債権回収の基本は、粘り強い電話や面談による

支払いの催促です。
話し合いの際は、相手の言い分の確認が重要と

なります。
払えるだけのお金がないのか、または、介護

サービス内容に不満があって支払わないか、など
で対処方針は異なります。
理由のあるクレームや不満については、相手の

言い分を傾聴しつつも、未払いが許されないこと
を説得する必要もあります。相手の言い分に合わ
せて説得する必要があり、説得できる会話パター
ンや言い回しなどの用意もお勧めします。

３ 督促状の送付
電話や面談での督促でも支払いに応じない場合、

督促状の送付も実施します。
督促状のテンプレートとして、柔らかい文章、

事務的な文章、法的な措置を示す強い文章など何
パターンかのテンプレートを作成しておき、使い
分けも重要となります。

二 裁判所の法的手続き

また、弁護士に相談の上で文書を送る場合、
「なお、この書面は弁護士に相談の上で作成して
おります。 当施設としては、未払金の滞納が継続
する場合、訴訟等による法的措置も検討しており
ます。ご留意の程、よろしくお願い申し上げま
す。」などの言葉を追加し、プレッシャーをかけ
ることも考えられます。

４ 内容証明郵便の送付
こちらの電話に出ない、相手がこちらの連絡を

無視する、のらりくらりとした対応を繰り返す、
といったときは内容証明郵便を送付することも有
効です。
内容証明郵便は直ちに法的効果を生じさせるも

のではありませんが、内容証明郵便を送ると「本
気で債権回収を進めようとしている」「裁判を起
こされる可能性がある」と強いプレッシャーを与
えることができます。弁護士名義での内容証明郵
便も考えられます。

悪質な未払いや未払い金額が数百万円になるよ
うな場合、裁判所の法的手続きが選択肢となりま
す。

１ 支払督促
支払督促は簡易裁判所に郵送で申立てを行うこ

とができ、簡単・短期間に手続が完了します。少
額の債権を大量に請求するときはメリットがあり
ます。もっとも、支払督促は異議を出されると通
常訴訟に移行し、手続きが複雑になります。

一 督促のポイント
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石川に生まれ、東京で幼少期を過ごす。1999年明治大学法学部卒業、2004年弁護士登録。日本弁護士連合会の
公設事務所プロジェクトに参加し、2005年、実働弁護士ゼロ地域の茨城県鹿嶋市に赴任。翌年には年間500名以
上の法律相談を担当し、弁護士不足地域での法務サービスに尽力する。弁護士法人リーガルプラスを設立し、複
数の法律事務所を開設し、介護医療事業への法務支援に注力。経営者協会労務法制委員会講師を務めるなど、講
演経験やメディア出演も多数。

弁護士法人リーガルプラス代表弁護士 東京弁護士会所属
介護法務研究会（C-LA）代表
谷 靖介（たに やすゆき）

〔東京弁護士会所属〕

介護事業の経営や運営に関する関係法令や通達、裁判例等を広く研究し、介護事業の経営者・管理
者や職員や関連業種への情報提供、教育等を目的とし、介護法務研究会（C-LA）を運営しています。
介護事業者のコンプライアンス体制の構築、法務体制の拡充を通じて、より良い介護事業運営に繋が
る支援を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
http://www.bizserver1.com/kaigohoumu/index.html

《介護法務研究会（C-LA）のご案内》

【ご相談・講師派遣のお問い合わせ先】
リーガルプラス 東京法律事務所
ＴＥＬ：０３－６２６５－１８１７（受付時間／平日１０：００～１８：００）
E-mail： taniyasuyuki@bengoshi-lp.com

[発行・お問い合わせ]
弁護士法人リーガルプラス 本部
TEL：03-6265-1686
電話受付時間：平日10：00～18：00
〒103-0027東京都中央区日本橋2-2-3リッシュビル4階401号
https://www.legalplus-kigyohoumu.net/kaigo/

新事務所開設のご案内２ 仮差押え
強制執行に備えて、相手が持っている不動産、

預金、債権を仮に差し押さえて自由に処分できな
い状態にする方法です。仮差押えは訴訟よりも迅
速に進めることができ、仮差押えで結果的に債権
回収ができるメリットもあります。

３ 訴訟
訴訟となると長引くイメージがありますが、相

手が未払いを正当化できる材料がない場合、訴訟
は比較的短期で決着して判決が出ます。

４ 強制執行
勝訴判決を得れば強制執行によって相手の承諾

がなくとも、債権回収をすることができます。強
制執行の対象財産は、相手の預貯金、給与、不動
産が代表的です。

本年5月中旬より「リーガルプラス柏法律事務
所」を開設し、東京・千葉・茨城にて８事務所で
の体制となります。引き続き、どうぞ、よろしく
お願いいたします。

【弁護士法人リーガルプラス柏法律事務所】
※開設予定日：5月18日

《住所・連絡先》
〒277-0023
千葉県柏市中央1-1-1ちばぎん柏ビル4階
TEL:04-7197-3401
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